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恵庭市暴力団排除条例の 

基本となる考え方 

暴力団を恐れない！ 

暴力団に対して資金を提供しない！ 

暴力団を利用しない！ 

条 例 の 主 な 内 容 

公共事業等に

係る措置 
暴力団員や暴力団

関係事業者を、公

共事業等の入札に

参加させない等、

市の事務事業から

排除します。 

公の施設に係る措置 
市の施設が暴力団の活動に利用されな

いようにします。 

市民の禁止行為 
市民は債権回収や紛争解決等に、暴力

団の威力を利用してはいけません。ま

た、威力利用の目的等で、暴力団員に

利益を供与してはいけません。

事業者については北海道暴力の排除の推進に関する条例が定められています 

①暴力団（員）の威力を利用する行為を禁止

②暴力団（員）へ財産上の利益供与を禁止

③契約書面への「暴力団排除条項」及び「契約解除条項」の導入 

主
な
内
容


